
JP 6093039 B2 2017.3.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　船舶用推進システムであって、前記船舶は、船舶中央部（１２）及び船尾部（１４）を
有する船体（１０）を有し、前記推進システムは、前記船尾部（１４）において前記船体
（１０）の中心線の両側で該船体（１０）に固定装着される２つの推進部（３０，３０1

）を含み、これら推進部（３０，３０1）はそれぞれハウジングを含み、前記ハウジング
は該ハウジングの外部にプロペラ（４８）を有しており、前記ハウジングは内部スペース
をさらに形成し、該内部スペースにはプロペラ軸（４６）を通じて前記プロペラ（４８）
を駆動させるための駆動機（５２，５４，５６）が設けられ、前記内部スペースは前記船
体（１０）の内部に開放されており、前記ハウジングは、互いに反対側にある内側面（４
４）及び外側面（４２）を含み、前記内側面（４４）は前記船体（１０）の中心線側を向
いており、前記内側面（４４）と外側面（４２）とは前記推進部の船首部分で前縁（３６
）に沿って結合され、前記ハウジングの船尾部分で上側及び下側の後尾縁（３８，４０）
に沿って結合され、そして前記推進部の下部では閉鎖された底部（３４）によって結合さ
れており、前記プロペラ軸（４６）は前記船体（１０）の前記中心線から第１距離に提供
されており、船体（１０）に沿って流れる水（２）の一部が前記内側面（４４）によって
船体（１０）の前記中心線側に方向転換されるように、前記前縁（３６）は、該前縁（３
６）の任意の部分から船体（１０）の中心線までの距離が前記第１距離よりも長くなるよ
うに構成されている船舶用推進システム。
【請求項２】
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　前記駆動機は電気モータ（５２）及びギア（５６）を含む請求項１に記載の船舶用推進
システム。
【請求項３】
　前記プロペラ軸（４６）は前記推進部（３０，３０1）の長さの半分よりも短い長さを
有する請求項１又は請求項２に記載の船舶用推進システム。
【請求項４】
　前記内部スペースは前記駆動機（５２，５４，５６）の作業者（５８）を収容するよう
になっている請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の船舶用推進システム。
【請求項５】
　前記ハウジングは、閉鎖された底部（３４）及び前記船体（１０）に取り付けられる上
側縁（３２）によって形成される開放された上端部を有し、前記内部スペースは前記開放
された上端部に流体連結されている請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の船舶
用推進システム。
【請求項６】
　前記内側面（４４）は凸状となっている請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載
の船舶用推進システム。
【請求項７】
　前記前縁（３６，３６1）は角度（α）を形成し、該角度は５゜～９０゜である請求項
１ないし請求項６のいずれか一項に記載の船舶用推進システム。
【請求項８】
　前記前縁（３６，３６1）は角度（α）を形成し、該角度は１０゜～６０゜である請求
項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の船舶用推進システム。
【請求項９】
　前記前縁（３６，３６1）は角度（α）を形成し、該角度は３０゜～４５゜である請求
項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の船舶用推進システム。
【請求項１０】
　前記船体（１０）は該船体（１０）の前記中心線に装着される中央スケグ（１６）をさ
らに含み、該中央スケグは前記船舶中央部（１２）から船尾部（１４）の少なくとも一部
分に沿って水平に延びており、前記推進システムは、前記中央スケグ（１６）に装着され
る１つ以上の横方向スラスタ（５０）をさらに含む請求項１ないし請求項９のいずれか一
項に記載の船舶用推進システム。
【請求項１１】
　少なくとも１つの前記横方向スラスタ（５０）は、船体（１０）の中心線に沿った第１
長手方向位置に装着され、前記推進部（３０，３０1）は、船体（１０）の前記中心線に
沿った第２長手方向位置に装着され、前記第１及び第２の位置は、少なくとも１つの前記
横方向スラスタ（５０）によって設けられる横方向の水の流れが前記推進部（３０，３０

1）にぶつからないように定められている請求項１０に記載の船舶用推進システム。
【請求項１２】
　前記推進部（３０，３０1）はそれぞれ前記プロペラ軸（４６）の側で前記ハウジング
に装着される横方向スラスタ（５０，５０1）をさらに含む請求項１ないし請求項９のい
ずれか一項に記載の船舶用推進システム。
【請求項１３】
　前記船舶がドックに停泊しているときに船舶中央部（１２）と共に前記推進部（３０，
３０1）が前記船体（１０）を支持するように前記船舶中央部（１２）の喫水が前記推進
部（３０，３０1）の喫水と同じである請求項１ないし請求項１２のいずれか一項に記載
の船舶用推進システム。
【請求項１４】
　船体（１０）及び請求項１ないし請求項１３のいずれか一項による推進システムを含む
船舶。
【請求項１５】
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　船舶中央部（１２）及び船尾部（１４）を有する船体（１０）に請求項１ないし請求項
１３のいずれか一項による推進システムを組み込む方法であって、
　前記船体（１０）を準備するステップ；
　前記船尾部（１２）で船体（１０）に含まれている通常の駆動機を選択的に除去するス
テップ；
　請求項１ないし請求項１３のいずれか一項による推進システムを準備するステップ；
　前記船尾部（１４）に２つの穴（２８）を設けるステップ；及び
　前記推進部（３０，３０1）のそれぞれを前記穴（２８）の中の対応する穴に取り付け
るステップを含む方法。
【請求項１６】
　前記通常の駆動機はアジマススラスタを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記取り付けは溶接又はリベット締結を含む請求項１５又は請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶用推進システムに関し、該推進システムは船舶の船体に装着される２つ
の推進部を含む。
【背景技術】
【０００２】
　典型的な従来の推進システムにおいて、船舶の船体の内部の原動機、例えばメインエン
ジンは、直接又は電気モータに電力を供給する発電機を駆動させて動力をプロペラ軸に提
供しており、該プロペラ軸は船体の内部から船体を通過してプロペラまで延びており、こ
のプロペラは船体の外部で前記軸に装着される。このようなタイプの推進は信頼性がある
。しかし、原動機とプロペラ軸は船舶の船体の内部でかなりのスペースを要するため、船
舶の貨物容量が減ることとなる。また、前記プロペラ軸（船体の内部から該船体の外部ま
で延びているため、かなりの長さを必要とする）は、複数の軸受で支持されなければなら
ず、このようなタイプの推進システムは費用及びメインテナンス要件が増加するようにな
る。必要なスペースのため、このような推進システムは船体に組み込むことが非常に難し
い。
【０００３】
　通常、海洋産業において、補給船及びサービス船用として用いられる代案的な推進シス
テムは、アジマススラスタ推進システムである。該システムでは、プロペラを支えるアジ
マスポッドが船体に回転可能に装着されるため、ポッド及びプロペラによって提供される
推力の方向が船舶の推進と操舵の双方のために制御され得る。一般的に、ポッドにあるプ
ロペラは、船体の船尾においてポッドの上側にある電気モータによりアングルギアを通じ
て駆動される。又は、電気モータがポッドに直接設けられてもよい。電気モータに対する
電力は原動機、例えばディーゼルエンジンにより駆動される発電機によって供給される。
【０００４】
　このようなタイプの推進によって船舶は非常に大きな起動性を有しており、また、船尾
における舵と横方向スラスタが必要でなくなる。また、前記のタイプの推進の場合には、
全ての部品が船尾に装着されるため、貨物スペースが減少しない。しかし、前記システム
は機械的な複雑性のため影響を受けやすい。またスラスタが概して氷海域における船舶の
運航のために設計されていない場合には、氷海域で運航する船舶に問題が表れるようにな
る。故障又は大規模なメインテナンスの場合、海上にあるときに推進システムの多くの部
品、例えばアングルギア及びシーリング装置は修理又はサービスのために近付くことが事
実上不可能であるため、船舶のドックへの停泊がたびたび必要となる。これは、通常のド
ックへの停泊なしに補給船及びサービス船に対するサービス作業が不可能な場合に、費用
が非常にかかる海洋産業では問題となる。さらに、増加する北極地域の探査のためには、
流氷海域に耐えられかつ砕氷海域が可能なより堅固なシステムが必要である。
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【０００５】
　前述したタイプの推進システムが記載されている特許文献は、ＷＯ２０１２０８９９１
７、ＵＳ３５６５０２９、ＵＳ３６８０５１３、ＷＯ２０１００２２９５４、ＵＳ６０６
２９２５、ＥＰ１２７６６６５、ＳＥ５０７６９７、及びＷＯ２０１２１４８２８２を含
む。ＵＳ２００８０７０４５５には、少なくとも２つの推進隔室を有するボート船体が開
示されており、それぞれの推進隔室は推進エンジンを収容し、該推進エンジンは船体の胴
体の底面の下に突出している２つのバルジの間に提供される。ＷＯ２００６０４８４６０
には、船舶中間から後側まで至る少なくとも２つのスケグが隣接している船体を有する海
洋船舶が開示されている。スケグに位置しているモータが該スケグの下流に配置されてい
るプロペラを駆動させる。ＵＳ３８２２６６１には、丸い船首部分、円筒状の柱部分及び
円錐状の船尾部分で形成された竜骨形部の上に装着される平らなプレートを有する船舶の
船体が開示されている。エンジンは柱部分に提供されており、船尾部分を通じて後方へ延
長されていてプロペラが備えられているプロペラ軸を有する。ＵＳ５１０３７５２には、
帆船船舶用船体が開示されているが、この船体は補助推進エンジンが設けられるバラスト
部を有している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記のような点に鑑みた本発明の一目的は、前述の推進システムの短所の少なくとも１
つを克服する推進システムを提供することである。
【０００７】
　したがって、本発明の一目的は、簡単かつ信頼性があり、コンパクトな推進システムを
提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、サービスの遂行が容易な推進システムを提供することである。
【０００９】
　本発明の他の目的は、船舶の船体に容易に組込み可能な推進システムを提供することで
ある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、本発明による推進システムを船体に組み込むための方法を提供す
ることである。
【００１１】
　本発明のさらに他の目的は、本発明による推進システムを含む船舶を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記の目的の少なくとも１つ、又は下記の説明より明らかになる他の目的の少なくとも
１つは、本発明の第１態様によって請求項１による船舶用推進システムで達成される。
【００１３】
　駆動機をハウジングの内部スペースに設けることによって、より少ない軸受、例えば単
に１つの軸受を要する短いプロペラ軸が用いられてもよい。そして、推進システムは簡単
かつ信頼性があるようになる。また、アングルギアが必要でない。これによっても、推進
システムが簡単かつ信頼性があるようになる。よって、推進システムの効率が高まり燃料
が節減される。
【００１４】
　また、駆動機は貨物スペースの場所を取らないため、推進システムがコンパクトになる
。
【００１５】
　内部スペースが船体の内部に開放されているため、作業者は駆動機に対するサービスを
行うことができる。よって、推進システムに対するサービスを容易に行うことができるよ
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うになる。
【００１６】
　ハウジングがプロペラを有しており、駆動機が該ハウジングの内部スペースに設けられ
るため、推進システムは船体の貨物スペース内で場所を必要とせず、組込みがさらに容易
になる。
【００１７】
　推進部が船体に固定装着されることで、従来のアジマススラスタ推進システムで用いら
れる高価で複雑な軸受及びシールが必要でなくなる。そして、前記推進システムは簡単で
信頼的になり、また推進システムの費用が低減するようになる。また、従来のアジマスス
ラスタ推進システムに比べてより簡単な方式で推進システムの内部に近付くことができる
。
【００１８】
　船舶は、好ましくは近海産業のためのサービス船又は補給船であり、これらのタイプの
船舶は、船舶の全体的な大きさに比較して大きな貨物容量を必要とし、また、氷海域条件
を含んで非常に過酷な条件下でたびたび運航されることから、この場合、計画になかった
ドックへの停泊を引き起こす故障は避けなければならない。船舶は一般的に５０～１２０
ｍの長さを有するが、さらに長くてもよい。船舶の長さは、好ましくは７５～９０ｍであ
る。さらに大きい載貨重量も可能であるが、船舶は一般的に１０００～６０００トンの載
貨重量を有する。
【００１９】
　船体は単層船体であっても二重船体であってもよく、鋼、アルミニウム又はプラスチッ
ク、そして炭素及び／又はガラス繊維複合材で作製されてもよい。
【００２０】
　船舶中央部は船体の中心部であり、一般的に平らな底面と垂直な側面を有する。船尾部
は船体において船舶中央部に対して船尾側にある、すなわち船舶中央部の裏側にある部分
である。一般的に、船尾部はプロペラと舵のためのスペースを提供するために、船尾側に
なるほど減少する喫水を有する。船尾部は、例えば傾いた平らな表面を含んでいてもよい
が、船尾から見ると船尾部は一般的にＶ型になっている。
【００２１】
　固定装着は推進ユニットが回転可能でないものと理解すべきである。すなわち、ポッド
がプロペラから推進力を送るために回転可能な前述の従来のアジマススラスタ推進システ
ムとは対照的に、前記推進部は船体に対して回転不可能である。
【００２２】
　前記推進部は、溶接、リベット締結又はナット及びボルトで船体に固定装着されてもよ
い。また、本発明において、推進部は船体と一体的に形成されてもよい。
【００２３】
　一般的に、推進部はプロペラが船尾、すなわち船体の末端近くに位置するように配置さ
れる。しかし、推進部はプロペラの後方に舵のための十分なスペースがあるように配置さ
れなければならない。
【００２４】
　ハウジングは、鋼、アルミニウム又はプラスチック、そして炭素及び／又はガラス繊維
複合材で作製されてもよい。
【００２５】
　プロペラは好ましくは可変ピッチプロペラである。
【００２６】
　前記内部スペースはハウジングの内部に形成され、また少なくとも駆動機を収容するた
めに十分に大きくされるべきであるが、水中で不要な抗力を引き起こすほど大きくされて
はならない。
【００２７】
　駆動機は、好ましくは前記内部スペース内に装着されるが、該駆動機のわずか一部分が
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船体中に入っていることも可能である。プロペラ軸はハウジングの内部からそのハウジン
グの外部に延びている。
【００２８】
　船体の内部に開放されているとは、ハウジングの内部スペースが船体の内部の少なくと
も一部分と連通することを意味する。これは、各推進部の上側で船体に穴を設け、推進部
のハウジングには対応する穴又は開放された端部があることで達成できる。
【００２９】
　本発明の第１態様の好ましい実施形態は従属請求項２に規定されている。これは電気モ
ータがコンパクトでおり、運転のための電気のみを要するため有利である。また、電気モ
ータは容易に制御可能である。
【００３０】
　好ましくは、駆動機はギアを含む。これは該ギアによって電気モータが低いｒｐｍで大
きなプロペラを駆動させることができ、これにより効率が増加するため有利である。
【００３１】
　電気モータは一層高い効果も可能であるが、一般的に５００～５０００ｋＷの効果を有
する。
【００３２】
　サービスのためにプロペラ軸を容易に引き出せるよう、該プロペラ軸はカップリングに
よってギアに連結されていても又は電気モータに直接連結されていてもよい。
【００３３】
　電気モータはカップリングを通じてギアに連結されていてもよい。
【００３４】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項３に規定されている。これはプロ
ペラ軸を支持するために必要な軸受の数を減らし、さらに１つのプロペラ軸当り１つの軸
受を用いることができるようにして、推進システムのメインテナンスがより容易になり、
また価格もさほど高くならないため有利である。
【００３５】
　推進ユニットの長さは船体の中心線に沿った長さ、すなわち縦の長さを意味する。好ま
しくは、駆動機はハウジングの前方又は船首部分に、すなわち前記内部スペースに装着さ
れ、プロペラ軸はハウジングの大体中央から後方へ該ハウジングの船尾部分の外側に延出
してプロペラまで延びている。
【００３６】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項４に規定されている。これは船舶
が海洋にある間に作業者が駆動機に対するサービス及びメインテナンスを簡単かつ効率的
に行うことができるようにし、それによりサービス及びメインテナンスを行うために船舶
をドックに停泊させる必要がなくなるため有利である。
【００３７】
　収容するという用語は、内蔵する、含む、及びそのための十分なスペースを提供すると
いう用語も含むものと理解しなければならない。好ましくは、内部スペースは故障の場合
に駆動機を分解するための十分なスペースをさらに提供するようになっている。
【００３８】
　作業者は船舶の技術者又は他の乗務員であってもよい。
【００３９】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項５に規定されている。これは閉鎖
された底部が船舶のドックへの停泊時に該船舶を支持する役割をすることができるため有
利である。また、開放された上端部は、例えば上側縁を船体に溶接して容易に装着される
。流体連結されているという用語は、空気や他の流体が前記開放された上端部を通じて内
部スペース内に入ることができることを意味するものと理解しなければならない。好まし
くは、開放された上端部は、作業者が該開放された上端部を通って内部スペース内に入る
ことができるように十分な大きさとなっている。さらに好ましくは、開放された上端部は
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また、ギア、電気モータ、カップリングなどといった駆動機の部品を分解できるように十
分な大きさとなっている。
【００４０】
　従属請求項６に規定されているような本発明の第１態様の好ましい実施形態によれば、
プロペラに流れる均一な水の流れを保障する効果的な方法が提供される。一般的に、推進
部が船体に装着されることで、該推進部にあるプロペラは船体近くで作動するため、プロ
ペラに流れる水の流れが船体近くにある利用可能な水とそれより下方にある利用可能な水
との差によって不均一になるという危険がある。また、船舶中央部（最大喫水を有し、船
体に沿って流れる水を変位させる）はプロペラに流れる水の乱れ及び不均一な供給を引き
起こす可能性がある。前縁は、該前縁の任意の部分から中心線までの距離がプロペラ軸と
中心線との間の距離よりも長くなるように構成されているため、前縁は、そうでない場合
は推進部の外側を通る水の一部を「捕られて」方向転換させ、またこの水を船体の中心線
の方に方向転換させてプロペラに利用可能な水の量を増加させることになる。この水は推
進部の内側面に沿って案内されてプロペラ側に行くようになる。具体的には、ある瞬間に
船体の中心線に最も近づくプロペラブレードに利用可能な水の量が増加し、それでこれら
のブレードがその瞬間に中心線から最も離れているブレードほど多く又は凡そそれほど多
くの水を得られるようになる。中心線から最も離れているブレードで利用可能な水の量は
船体の横及び下にある自由水の量のためより大きくなる。
【００４１】
　前縁は好ましくは傾いているため、その前縁が船体に結合される地点は前縁が閉鎖され
た底部に結合される地点よりも船体の船首部分により近くなる。上側後尾縁は前縁に平行
であってもよく、下側後尾縁は前縁に垂直であってもよい。下側後尾縁は湾曲されていて
もよい。上側後尾縁は船体に結合されていてもよく、下側後尾縁は前記閉鎖された底部に
結合されていてもよい。プロペラ軸は上側及び下側の後尾縁の間の接合部でハウジングか
ら出ていてもよい。
【００４２】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項７に規定されている。これは、凸
形状が内部スペースのためのスペースを提供しながら水を効率的に案内するため有利であ
る。好ましくは、駆動機を収容するのに適した内部スペースを設けるために、内側面ほど
ではないが、外側面も凸状になっている。
【００４３】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項８に規定されている。角度（α）
は、前縁を船舶中央部の底面の平面上に投影させ、該前縁を船体の船尾側に延長させて形
成され、線は角度（α）で交差するようになる。この角度（α）は、十分な量の水を方向
転換させるのに十分な大きさとなるべきであるが、方向転換される水が多すぎると、乱流
と増加された抗力とを引き起こすおそれがあるため大きすぎてはならない。前記角度（α
）は船体の形状とプロペラの大きさ及び最大出力によって決まる。
【００４４】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項９に規定されている。これは本発
明の第１態様による推進システムの操向性を増加させるため有利である。中央スケグは、
一般的に船舶中央部の底面と水平な底部、及び船体の船尾部の底部分から延びている側面
部を有する。中央スケグは側面から見てくさび状に形成されていてもよい。１つ以上の横
方向スラスタが好ましくは前記側面部に設けられる横トンネル内に装着されていてもよい
。
【００４５】
　本発明の第１態様による推進システムの代案的な一実施形態において、船体は請求項９
に規定されているような中央スケグを含み、該中央スケグには横方向スラスタがない。
【００４６】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項１０に規定されている。これは、
少なくとも１つの横方向スラスタの効果的な使用を保障するため有利である。推進部は長
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さ（Ｌ）を有してもよい。第１長手方向位置は、少なくとも１つの横方向スラスタによっ
て提供される横方向の水の流れが前記推進部（長さ（Ｌ）を有し、第２長手方向位置に装
着される）にぶつからないように定められなければならない。
【００４７】
　本発明において、長手方向という用語は船首から船尾までの船体に沿った軸線をいい、
横方向という用語は船首から船尾までの船体に沿った前記軸線に垂直な軸線をいう。
【００４８】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項１１に規定されている。これは中
央スケグが不要なよりコンパクトな推進システムを提供するため有利である。
【００４９】
　本発明の第１態様の好ましい一実施形態が従属請求項１２に規定されている。これは船
体のドックへの停泊を容易にするため有利である。船舶中央部は船体の最大喫水を有する
平らな底面を有することができる。推進部は船尾部（一般的により小さな喫水を有する）
に装着されるが、推進部は、船舶がドックに停泊しているときに推進部が船体を支持する
ように船舶中央部と船尾部との間の喫水差を補償することができる。
【００５０】
　本発明の第１態様による推進システムの対案的な一実施形態において、船舶中央部の喫
水は推進部の喫水よりも大きく、すなわち、推進部は、ハウジングの下端部が船体の最大
喫水レベルよりも高く提供されるように配置される。この場合、船体は１つ以上の横方向
スラスタを有しているか又は有していない、請求項９に規定されたような中央スケグを含
んでいなければならず、船舶中央部と共に該中央スケグは船舶のドックへの停泊時にその
船舶を支持する。
【００５１】
　前述した目的及び他の目的の少なくとも１つは、請求項１３に規定されているような本
発明の第２態様による船舶においても達成される。該船舶は、本発明の第１態様による推
進システムを含むことで簡単かつ信頼性があり、また、大きな貨物容量を有するようにな
る。前記船舶は本発明の第１態様に関して前述した船舶のうちのいずれかであってもよい
。
【００５２】
　前述した目的及び他の目的の少なくとも１つは、請求項１４に規定されているような、
本発明の第１態様による推進システムを船体に組み込む方法に関する本発明の第３態様に
よっても達成される。
【００５３】
　前記方法は体積が大きな駆動機及び場合によってはあり得るギアのためのスペースを船
舶の貨物スペースに提供する必要がないためコスト効率がよい。
【００５４】
　本発明の第３態様の好ましい実施形態は従属請求項１５に規定されている。これは、ア
ジマススラスタが過酷な又は氷結状態で長い使用期間作動する際に問題が生じるが、また
アジマススラスタが船体から容易に除去されるため有利である。
【００５５】
　本発明の第３態様の好ましい一実施形態は従属請求項１６に規定されている。これらは
推進部を船体に取り付けるために適した一部の方法である。
【００５６】
　本発明の第３態様の好ましい一実施形態において、前記方法は、
　前記推進部にあるプロペラのそれぞれにプロペラノズルを選択的に設けるステップをさ
らに含む。
【００５７】
　前記プロペラノズルは、溶接、リベット締結又はナットとボルトを用いて船体に取り付
けられることができる。
【００５８】
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　以下は添付の概略的な図面を参照して本発明及びその多くの利点においてより詳しく説
明する。図面は一部の非制限的な実施形態を例示的に示している。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態を備えている
船舶の船体を部分切取斜視図で示している。
【図２】図２は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態を備えている
船舶の船体を他の斜視図で示している。
【図３】図３は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態に含まれてい
る推進部を側面図と端部図で示している。
【図４】図４は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態に含まれてい
る推進部を船舶の船体に結合することを分解斜視図で示している。
【図５】図５は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられて
いる船舶の船体の船尾部の一部分を側面図で示している。
【図６】図６は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられて
いる船舶の船体の中央スケグを船舶の船体の中心線に沿った断面図で示している。
【図７】図７は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられて
いる船舶の船体の船尾部の底を平面図で示している。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下の説明において、ある参照番号に加えられている１つ以上の下添字のローマ数字は
、言及される要素が下添字の付いていない参照番号で表示されている要素の他の１つであ
ることを示すものである。
【００６１】
　また、ある参照番号に加えられている上添字のローマ数字は、言及される要素が上添字
の付いていない参照番号で表示されている要素と同一又は類似する機能を有するが、構造
においては異なることを示すものである。
【００６２】
　本発明の他の実施形態が図示されているとき、先に示した実施形態に関して新しい要素
は新しい参照番号を有しており、以前に示した要素は前述のように参照番号が付いている
。他の実施形態において同じ要素には同じ参照番号が与えられ、これらの要素に対する追
加説明は行わない。
【００６３】
　図１及び図２は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態を備えてい
る船舶の船体（１０）を部分切取斜視図で示している。船体（１０）は、船舶中央部（１
２）及び船尾部（１４）を含む。船舶中央部は最大喫水を有し、平らな底面を有する。船
尾部は船体（１０）における船舶中央部（１２）から船体（１０）の船尾までの部分を含
み、船尾側になるほど少ない喫水を有する。船舶中央部（１２）と同じ喫水を有する中央
スケグ（１６）が船舶中央部（１２）から船尾部（１４）の一部分に沿って延びている。
中央スケグ（１６）は、底部（１８）、側面部（２０）及び船尾縁（２２）を有する。
【００６４】
　前記船尾部（１４）は２つの舵（２４）をさらに含み、それぞれの舵は対応するプロペ
ラノズル（２６）の後に位置する。船体（１０）は穴（２８）（図４にのみ示されている
）をさらに含むが、この穴においては図４と関連してより詳しく説明する。
【００６５】
　前記推進システムの第１実施形態は対となった推進部（３０）を含み、これら推進部は
推進部（３０）の上側縁（３２）を通じて船尾部（１４）で船体（１０）に装着される。
上側縁（３２）の反対側には底部（３４）が設けられており、該底部は、船体（１０）が
ドックに停泊しているときに推進部（３０）と船体（１０）を支持するためのものである
。推進部（３０）は、上側縁（３２）から底部（３４）の船首部分まで延びている前縁（
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３６）、及び上側縁（３２）から下方へ延びている上側後尾縁（３８）をさらに含む。下
側後尾縁（４０）が底部（３４）の船尾部分から延びており、プロペラ軸（４６）が推進
部から突出している位置で上側後尾縁（３８）と接する。推進部（３０）は、船体（１０
）の中心線から離れる方向を向く外側面（４２）及び船体（１０）の中心線側を向く内側
面（４４）をさらに含む。
【００６６】
　前記プロペラ軸（４６）は、推進部（３０）に推力を加えて船体（１０）を推進させる
ためのプロペラ（４８）を有している。
【００６７】
　本発明の第１態様による推進システムは、好ましくは横方向スラスタ（５０）を含む。
図示されているように、これら横方向スラスタは前記中央スケグ（１６）に設けられても
よい。又は、横方向スラスタ（５０）は推進部（３０，３０１）にそれぞれ設けられても
よい。
【００６８】
　図３は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態に含まれている推進
部（３０）を側面図（図３Ａ）及び端部図（図３Ｂ）で示している。推進部（３０）の内
部は電気モータ（５２）を収容するための内部スペースを形成し、該電気モータはカップ
リング（５４）を通じてギア（５６）に連結される。該ギア（５６）はプロペラ軸（４６
）に連結されている。前記内部スペースには作業者（５８）が梯子（６０）を通じて入る
ことができる。好ましくは、作業者（５８）が電気モータ（５２）、カップリング（５４
）、ギア（５６）及びプロペラ軸（４６）に対するサービスを行い、それらをメインテナ
ンスするために推進部（３０）内で歩き回ることができるようにするための床（６２）の
ような歩行面が設けられている。
【００６９】
　廊下（６４）が船体（１０）内に設けられてもよく、梯子（６０）まで通じていてもよ
い。
【００７０】
　前述したように、横方向スラスタ（５０）が推進部（３０）に設けられる場合、該横方
向スラスタ（５０）は、好ましくはプロペラ（４８）とギア（５６）との間でプロペラ軸
（４６）の下に位置する。
【００７１】
　図４は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態に含まれている推進
部（３０）を船舶の船体（１０）に結合することを分解斜視図で示している。図４に示さ
れているように、推進部（３０）は船体（１０）とは別個に作製され、例えば溶接により
船体（１０）に結合されてもよい。船体（１０）を推進部（３０）と結合できるように準
備するため、船体（１０）の船尾部（１４）に適切な穴（２８）が切断形成される。又は
、船体（１０）は適切な穴（２８）を有するように設計される。図４に示されているよう
に、該穴（２８）の形状は推進部（３０）の上側縁（３２）の形状と一致するのが好まし
い。その後、上側縁（３２）を有する推進部（３０）は穴（２８）の中に挿入されて船体
（１０）に溶接される。推進部（３０）を船体（１０）に結合した後、プロペラノズル（
２６）と舵（２４）が設けられる（図示されてない）。
【００７２】
　図４及び前記の説明から明らかなように、アジマススラスタ推進システムを有する船舶
は、本発明による推進システムに容易に組み込むことができる。これを行うため、先ず、
１つ以上のアジマススラスタが船体（１０）から除去される。その後、そのアジマススラ
スタを除去した後に残った穴が封止され、適切な穴（２８）が形成されて推進部（３０）
が船体（１０）に結合される。そして、電気モータ（５２）に電力を伝達するためのケー
ブルが、アジマススラスタに動力を供給した電気モータから経路を交え、前記穴（２８）
を通じて推進部（３０）の中に容易に案内される。
【００７３】
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　そして、起動性を高めるためには、横方向スラスタ（５０）を有する中央スケグ（１６
）を船体（１０）に結合することが好ましい。又は、横方向スラスタは推進部（３０）に
直接設けられてもよい。
【００７４】
　本発明による推進システムは、船体（１０）内部の場所を占めないため従来の船体（１
０）に容易に組み込むことができる。
【００７５】
　図５は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられている船
舶の船体（１０）の船尾部（１４）の一部分を側面図で示している。図５から明らかなよ
うに、推進部（３０）及び中央スケグ（１６）に位置する横方向スラスタ（５０，５０１

）は、横方向スラスタ（５０，５０１）からの水の流れが推進部（３０）によりほとんど
妨害されることのないように配置され、該水の流れは推進部（３０）にあるプロペラ（４
４）の長手方向の水の流れに対して横方向である。
【００７６】
　図６は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられている船
舶の船体（１０）の中央スケグ（１６）を船舶の船体（１０）の中心線に沿った断面図で
示している。図６から分かるように、底部（１８）は船舶中央部（１２）の底と共に、船
体（１０）をドックに停泊するための長手方向に水平な表面を提供する。推進部（３０）
の底部（３４）と共に船舶中央部（１２）の底は船体（１０）をドックに停泊させるため
の横方向に水平な表面を提供する。
【００７７】
　図７は、本発明の第１態様による推進システムの好ましい実施形態が備えられている船
舶の船体（１０）の船尾部（１４）の底を平面図で示している。図１、２及び図４～７に
示されているような船体（１０）において、船舶中央部（１２）と中央スケグ（１６）は
、ある瞬間における船体（１０）の中心線に最も近いプロペラ（４４）のブレードに流れ
る水の流れを制限又は妨害することができる。これは船舶中央部（１２）と船尾部（１４
）の喫水が互いに異なるためである。これにより、プロペラは不平衡荷重を受けるように
なり、このような不平衡荷重はプロペラ軸の軸受の振動及び過度な摩耗を引き起こすおそ
れがある。本発明による推進システムの好ましい実施形態が船体（１０）に備えられてい
る場合、このような影響に対抗するため、推進部（３０）の内側面（４４）は凸状となっ
ており、前縁（３６）の大部分は船体の中心線から横方向に距離を置いて位置するが、こ
の距離はプロペラ軸（４６）の中心と前記中心線との間の横方向距離よりも大きい。図面
から分かるように、前縁（３６，３６１）は共に角度（α）を形成し、該角度は約３０゜
である。よって、船体（１０）に沿って流れる水（矢印で示しており、この矢印のうちの
１つが参照番号「２」で示されている）の一部は前縁（３６）及び内側面（４４）によっ
て船体（１０）の中心線側に方向転換される。船体（１０）の近くで、すなわち上側縁（
３２）近傍で（ここで、水の流れの乱れは船体（１０）の存在及び該船体（１０）と水（
２）との間の摩擦によって最も大きくなる）、前縁（３６）は中心線までの最も長い横方
向距離を有し、その結果、船体（１０）の影響を克服するのに必要な水（２）の大きい方
向転換が行われるようになる。底部（３４）（ここでは水（２）に対する乱れがより少な
い）により近いところでは、水が船舶中央部（１２）を含む船体（１０）の下で自由に流
れることができるため、前記横方向距離はさらに小さくなっている。それにより、プロペ
ラ（４８）には均一な水の流れが提供され、該プロペラ（４８）に均一な荷重が作用する
ようになる。水をプロペラ（４８）側に送りかつ適切な内部スペースを提供するために外
側面（４２）も好ましくは凸状となっているが、内側面（４４）ほどではない。
【符号の説明】
【００７８】
　２：船体に沿って流れる水を示す矢印
　１０：船体
　１２：船舶中央部
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　１４：船尾部
　１６：中央スケグ
　１８：底部
　２０：側面部
　２２：船尾縁
　２４：舵
　２６：プロペラノズル
　２８：穴
　３０：推進部
　３２：上側縁
　３４：底部
　３６：前縁
　３８：上側後尾縁
　４０：下側後尾縁
　４２：外側面
　４４：内側面
　４６：プロペラ軸
　４８：プロペラ
　５０：横方向スラスタ
　５２：電気モータ
　５４：カップリング
　５６：ギア
　５８：作業者
　６０：梯子
　６２：床
　６４：廊下
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